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第４章 「自転車利用環境」の取組み 
 

 

１．施策体系 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

良質な自転車

駐輪環境を 

つくる 

とめる 

多様なニーズに対応した

利用しやすい自転車等駐

車場の確保と放置自転車

対策を進めることで、良質

な駐輪環境をつくります。 

とめる１ 自転車等駐車場の効率的・効果的な整備 

とめる２ 適切な駐輪サービスの提供 

とめる３ 放置自転車の防止対策 

まもる 
自転車の交通 

ルール遵守の 

意識をつくる 

意識をつくる

まもる１ 年齢層に合わせた交通安全教育機会の充実 

まもる２ 年齢層に合わせた周知・啓発の推進 

自転車を利用する全て

の人が正しい交通ルー

ルを知り、 

遵守する意識 

をつくります。 

はしる 
安全な自転車 

ネットワーク 

をつくる 
はしる１ 自転車走行環境整備のさらなる展開 

はしる２ シェアサイクルの運用 

自転車利用者だけでなく、

歩行者やドライバーの安

全にもつながる自 

転車ネットワー 

クをつくります。 
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自転車等駐車場の利用状況等に応じ、指定管理者制度等の導入検討を

含め効率的・効果的な整備を進めるとともに、鉄道事業者・民間事業

者への整備支援等により駐輪需要に対応していきます。 

駅からの距離、設備等のサービス水準に応じた料金設定の見直し、

WEB 管理システムの導入、キャッシュレス化の推進など、受益者負 

担の原則のもと、公平かつ適切な駐輪サービスを提供していきます。 

駅周辺、繁華街等で依然として発生している放置自転車対策を強化し、 

道路の走行環境やまちの景観を向上させるとともに、コールセンター

を設置するなど、業務効率化を推進していきます。 

安全かつ快適な自転車利用を支える自転車走行環境の整備を加速さ

せるほか、効果検証に基づく次期ネットワーク計画策定など、計画的

な整備を推進していきます。 

子どもから高齢者まで誰もが安全に自転車を利用できるよう、学校、 

保育園等の様々な機関と連携し、年齢層に合わせた交通安全教育を推

進していきます。 

誰もが自転車の交通ルールを正しく理解できるよう、年齢層に合わせ

て様々なメディアやツールを活用し、効果的に周知・啓発を進めてい

きます。 

【
と
め
る
】【
は
し
る
】【
ま
も
る
】
を
土
台
に
自
転
車
を
【
た
の
し
む
】 

 

Scene1 

暮らし 

Scene2 

健康 

Scene3 

観光 

シェアサイクルの検証実施による効果や課題を踏まえ、観光等の様々

な場面での利用促進に向けて本格導入を進めていきます。 
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２.施策の展開 

基本方針１【とめる】良質な自転車駐輪環境をつくる 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■施策の方向性 

⚫ 将来需要予測に基づき、区営自転車等駐車場の

整備を進めるとともに、蒲田駅東口地下自転車

駐車場の整備を契機とした、指定管理者制度等

の導入の検討を進めていきます。 

⚫ 鉄道高架下の活用等での鉄道事業者との連携、

大田区民営自転車等駐車場育成補助金の継続

など、民間事業者による自転車等駐車場の整備

を促進していきます。 

⚫ 自転車条例の附置義務制度に基づき、一定規模

を有する施設の新設・増設時に自転車駐車場の

設置を求めていきます。 

⚫ 「大田区自転車等駐車場整備方針」により、時

代の移り変わりに適切に対応した柔軟性のあ

る自転車駐輪環境の整備を進めます。 

 

■個別事業（例） 

⚫ 指定管理者等による区営自転車等駐車場の運営 

⚫ 補助金交付による民間事業者の自転車等駐車場整備支援 

⚫ 附置義務制度の運用による自転車駐車場の整備促進 

・・・など 

自転車等駐車場の効率的・効果的な整備 
とめる 

１ 

新たな生活様式の浸透により、自転車利用状況が変動すること

が予想される中で、受け皿としての適正量を確保しつつ、駐輪

特性に応じた自転車等駐車場を整備する必要があります。 

これからは、鉄道駅周辺等、自転車の駐輪需要が発生する場所

を中心に、効率的・効果的に整備していきます。 

■日常での「とめる」 

 

駅から電車に乗る
ときに… 

会社や学校に通勤、通学する
ときに… 

商店街やスーパーで買物
するときに… 

保育園や幼稚園に子ども
を送っていくときに… 

日常の様々な場面で駐輪する場所がなくて

困ることがないようにしていきます。 
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■施策の方向性 

⚫ 区営自転車等駐車場におけ

る利用形態を踏まえ、WEB

管理システムの導入、キャッ

シュレス化の推進、特殊車両

スペースの確保など、サービ

ス向上と公平性の確保に取

り組んでいきます。 

⚫ 区営自転車等駐車場の運営

コストの増加や、利用に偏り

がある状況を踏まえ、各地の

サービス水準に応じた料金

の見直しを行っていきます。 

 

 

■個別事業（例） 

⚫ 一時・定期利用等の契約体系の見直し 

⚫ WEB上で定期利用の申請等を管理することができるシステムの導入 

⚫ 入出庫管理の機械化による交通系 ICカード等での支払いへの対応 

・・・など 
 

適切な駐輪サービスの提供 
とめる 

２ 

電動アシスト付き自転車や子ども乗せ自転車の増加など、駐輪

サービスに求められることが変化しています。 

区民ニーズの変化に柔軟に対応し、サービス向上と見直しを進

めることで、適切な駐輪サービスを提供できるようにしていき

ます。 

■料金の見直しイメージ 
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■施策の方向性 

⚫ 放置自転車対策業務の効率化

に取り組むとともに、撤去自転

車の活用方法についても見直

しを行っていきます。 

⚫ これまで取り組んできた放置

自転車の撤去活動、自転車放置

防止指導員の配置等を継続し

て実施するほか、放置自転車の

発生特性の分析を進め、効果的

な指導・啓発を行っていきます。 

⚫ 放置自転車の即時撤去を可能

とする自転車等放置禁止区域

については、今後の区内での開

発等の動向を注視しつつ、引き

続き効果的に設定します。 

 

■個別事業（例） 

⚫ 都が主催する駅前放置自転車クリーンキャンペーンにあわせた撤去活動の強化 

⚫ 放置自転車関連の問合せに対応するコールセンターの設置 

⚫ 再生自転車海外譲与事業の見直し 

・・・など  

放置自転車の防止対策 
とめる 

３ 

放置自転車は長年の取組みによって大幅に減少している一方、

依然として商業施設、娯楽施設前を中心に短時間の放置自転車

が散見される状況です。 

放置自転車が歩行者やまちの景観を阻害している状況を鑑み、

放置抑制の指導・啓発、監視体制の強化等を行っていきます。 

⚫  

■自転車等放置禁止区域見直しの主な要因 
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大田区自転車等駐車場整備方針の概要 
 

（１）自転車等駐車場の整備・運営の課題 

⚫ 区では、自転車等駐車場の運営に対して以下の課題を抱えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

⚫ 現時点で明らかに自転車等駐車場が不足している駅や放置自転車問題の顕在化が見られ

る駅等、重点的に対策する必要がある駅を見極め、自転車等駐車場の整備や利便性・効率

性の向上を図ることを目的とし、新たな自転車等駐車場整備方針を定めます。 

 
 

■各駅の自転車等駐車場の需給バランス（需要：区営利用＋民営利用＋放置台数、供給：区営＋民営収容台数） 

 

 

自転車等駐車場の整備・運営に関する課題 

①現状で駐輪需要に対して既存施設での収容に限界があり、今後の人口増加に対応しきれ

ない駅がある。 

②管理運営の情報化が進んでおらず、非効率な定期登録のために利用者の不便が発生して

いる。 

③人手を介した事業運営方式により、人件費を中心に行政負担が増大している。 

④施設の老朽化が進む中で、施設の廃止、長寿命化等を含めた方針を定める必要がある。 
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（
台

）

❶区営（定期） ❷区営（一時）

❸区営（無料） ❹民営

⑤放置 収容台数（区営＋民営）

大森駅、蒲田駅（東口・西口）は 

 放置自転車も多く、現状でも全ての

駐輪需要に対応できていない状況 

蒲田駅に隣接する各駅では 

駐車場の利用台数が収容台数と 

均衡しており、放置収容ができない 

鉄道高架下を活用した大規模な 

自転車等駐車場では、余裕のある 

駐輪サービスの提供が可能 

平和島駅は利用台数が収容台数と 

均衡しており、放置収容ができない 

出典：平成 29 年大田区自転車等駐車場に関する調査 
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将来の自転車等駐車場の需給バランス（基礎情報の整理） 

⚫ 大田区の人口は当面増加傾向を示しており、鉄道駅を利用する自転車利用も増加することが想定されます。一方で、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う外出行動や移動手段の変化など、自転車等駐車場の将来需要にも

影響があると考えられます。そのため、以下の考え方に基づき、将来の自転車等駐車場の需給バランスの状況を確認した上で、今後も継続して新たな日常における利用状況の変化を把握しながら、自転車等駐車場の整備の

在り方を検討します。 

⚫ 次ページ以降に、以下の考え方で算定した各駅の現状と将来の需給バランスの一覧図を掲載します。 
 

■将来の自転車等駐車場需要の設定の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

通
勤
・
通
学
の
駐
輪
に
対
応
す
る
主
な
施
設 

【区営】抽選方式（取得可能なデータ：申込数、契約数、実利用台数（調査）） 

 ■区内駐輪場の種別 

買
い
物
等
の
駐
輪
に
対
応
す
る
主
な
施
設 

【区営】一時利用方式（取得可能なデータ：実利用台数（調査）、日平均利用者数） 

一時利用・無料駐輪場が空いていない場合や、 
他の民間施設を利用しようと思わない場合 

【区営】先着方式（取得可能なデータ：申込数、契約数、実利用台数（調査）） 

【民営】各事業者のサービス 
     （取得可能なデータ：実利用台数（調査）、日平均利用者数） 

❶登録制 年間契約（年間 3,000 円） 

【申請方法】所定の申請ハガキで申請 

【利用判定】募集台数を超えた場合、抽選により決定（継続利用は担保されない） 

❷有料制（抽選） 月間契約（月 2,000 円上限で施設ごとに設定） 

【申請方法】所定の申請ハガキで申請 

【利用判定】募集台数を超えた場合、抽選により決定（継続利用は担保されない） 

定期利用に漏れた利用者、申込みをしなかった利用者は、 
一時利用等にも流れていくことがあるため… 

❹一時利用 日単位契約（日 200 円上限で施設ごとに設定） 

【申請方法】申請の必要なし 

【利用判定】駐輪場に空きがある場合、利用が可能 

❺無料制 駐輪料金なし 

【申請方法】申請の必要なし 

【利用判定】駐輪場に空きがある場合、利用が可能 

❸有料制（先着） 月間契約（月 2,000 円上限で施設ごとに設定） 

【申請方法】所定の申請書で、駐輪場の各管理室で申請（受付） 

【利用判定】募集台数を超えた場合、先着により決定（申請により継続利用も可能） 
 

駐輪場が空いていない場合や、駐輪場利用を選択しない場合 

❻民間ビジネスによる専用の駐輪場 民間事業として運用 

❼放置自転車 ※不適切な駐輪行為 

令和 12年（2030年）時点駐輪需要 ＝ 各鉄道駅周辺の駐輪需要（駐輪場利用台数＋放置台数） × 駅周辺の人口増減率（令和 2年（2020年）➔令和 12年（2030年）） 

■駅周辺で発生している駐輪需要（統計的なデータの取得が可能なもの） 

各施設の最大利用の合算値を代入 

■駅周辺の人口増加率 

駅勢圏の人口算出条件 

【人口データ】 国土交通省公表の「国土数値情報」の平成 27 年国勢調査人口メッシュデータ 

  （現状人口） 平成 27 年（2015 年）時点 ➔ （将来人口） 令和 12 年（2030 年）時点 

  ➔駅単位での人口集計後、増減率は「令和 2 年（2020 年）➔令和 12 年（2030 年）」となるよう補正 
 

【駅勢圏】 徒歩圏を鉄道駅から半径 500ｍ（大田区交通政策基本計画の公共交通不便地域の設定より）、 

  自転車圏を駅から半径 1km・2km（下記条件に基づく）とし、 

  自転車圏から徒歩圏を省いた自転車勢力圏で算定 

  （自転車圏条件） ＪＲ蒲田駅、ＪＲ大森駅、京急蒲田駅：駅から 2km 

    その他駅（京急、東急等）     ：駅から 1km 

 

各駅勢圏の人口増加率を代入 

※人口メッシュデータは、国土交通省が公表する国土数値情報より作成 

  （平成 27年（2015年）国勢調査に基づく、令和 12年（2030年）人口推計値） 

令和 12 年人口メッシュ 

0~1999 人 

2000~3999 人 

4000~5999 人 

6000 人以上 

自転車勢力圏 

（徒歩 500m、自転車 1kｍ－２km） 
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【将来】 各駅の自転車等駐車場需給バランスの分布 

 

※本計画策定時（令和３年度）に上記手順に基づいて算定した需要予測であり、将来の自転車等駐車場整備

台数等を加味して算出されたものではありません。 

需要予測の手順について  

手順① 現状の自転車等駐車場の総需要（区営利用＋民営利用＋放置台数）の集計 

手順② 各駅の周辺人口の増減率の算出（平成 27 年（2015 年）国勢調査に基づく令和 12 年（2030 年）人口予測値） 

    ※自転車勢力圏：半径 2km 圏域（うち半径 800ｍ圏は徒歩圏域として除く） 

手順③ 手順①の総需要に手順②の人口増減率を乗じることで将来需要を設定 
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（２）課題を踏まえた自転車等駐車場の整備・運営方針 

 現状の課題を解消するため、以下の整備・運営方針を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 方針❶ 自転車等駐車場整備のための重点度合いの設定 

■現状 

 区営自転車等駐車場の収容台数の確保については、基本的に既存施設の活用により進めます。 

 ただし、駐輪需要の高い駅や放置自転車が集中している駅など、現時点で明らかな駐輪問題が

発生している駅周辺地域については、その問題の程度に合わせて段階的に対策を講じる必要があ

ります。 

■方針 

 各駅の将来需要予測や自転車等駐車場の駐車率等から重要度合いを設定し、このうち、蒲田駅、

大森駅を重点整備駅とします。 

 蒲田駅、大森駅以外については、既存の自転車等駐車場の維持を前提に、機械化や指定管理者

制度の導入等により利用者サービスの向上を図ります。また、駅前の用地確保の状況に応じて、

適宜、収容台数の確保に努めます。 
 

【将来】 各駅の自転車等駐車場整備の重要度合い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考） 【駐輪問題の重大性】に基づく駅分類 

 

 

台数 スコア 駐車率 スコア 駐車需要 供給量 過不足 スコア

大森駅東口 794台 3 点 104% 3 点 3,663台 4,291台 628 台不足 3 点 9 点

蒲田駅西口 892台 3 点 89% 2 点 6,378台 6,941台 563 台不足 3 点 8 点

蒲田駅東口 763台 3 点 88% 2 点 6,381台 6,610台 229 台不足 2 点 7 点

矢口渡駅 329台 2 点 96% 2 点 704台 1,035台 331 台不足 2 点 6 点

池上駅 518台 2 点 90% 2 点 595台 1,083台 488 台不足 2 点 6 点

平和島駅 386台 2 点 98% 2 点 1,761台 2,091台 330 台不足 2 点 6 点

六郷土手駅 92台 1 点 100% 3 点 623台 905台 282 台不足 2 点 6 点

大森駅西口 90台 1 点 107% 3 点 601台 711台 110 台不足 1 点 5 点

田園調布駅 21台 1 点 100% 3 点 454台 476台 22 台不足 1 点 5 点

鵜の木駅 121台 1 点 104% 3 点 123台 259台 136 台不足 1 点 5 点

梅屋敷駅 318台 2 点 71% 2 点 564台 674台 110 台不足 1 点 5 点

馬込駅 59台 1 点 98% 2 点 620台 700台 80 台不足 1 点 4 点 C

B

A

➊放置台数 ➋区営自転車駐車場の駐車率 ➌将来の自転車駐車需給バランス 重要

度合い
合計スコア

Ａ 
早期対応 

が必要な駅 

Ｃ 
将来的な問題の顕在化に 

備え対策を検討する駅 

Ｂ 

対応が必要な駅 

駐輪問題の重大性 
 ➊大森駅東口 ➋蒲田駅東口 ➌蒲田駅西口 
 ➍【例外】大森駅西口 
※収容台数の明らかな不足と放置台数の問題から喫緊の対応を要する駅 

❶矢口渡駅    ➋池上駅     ➌平和島駅 
 ➍六郷土手駅   ➎田園調布駅   ➏鵜の木駅 
 ➐梅屋敷駅     

上記以外の駅2６駅 

出典：平成 29 年大田区自転車等駐車場に関する調査 

※大森駅西口は駅分類に基づくと「B」に分類されるものの、補助第 28 号線整備や大森駅（西口）周辺の都市基盤整備方針と合わせた
整備を実施予定のため、重要度合いを引き上げています。 
将来需要予測及び優先順位は本計画策定時（令和３年度）のものであり、状況に応じて適宜見直しを実施予定です。 

放置 700 台以上 3点 

   300～700 台 2点 

   300 台未満 1点 

駐車率 100％以上 3 点 

    70～100％ 2 点 

    70％未満 1 点 

需給バランス 500 台超不足 3 点 

       200～500 台不足 2 点 

       200 台以下の不足 1 点 

       不足なし・余剰有り 0 点 

※六郷土手駅は無料の駐車場で駐車率は算出できませんが、多くの時間帯で駐車スペースに空きがないため 100％としています。 
 

※ 
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 方針❸ 指定管理者制度の導入など自転車等駐車場事業への民間活力導入の推進 

■現状 

 区営自転車等駐車場の運営は、民間事業者に業務委託しており、施設の警備、保守点検など、

年間で175業務を約60社に発注しています。 

■方針 

 他自治体で導入が進む指定管理者制度や、民間事業者による公共駐車場の整備など、民間活

力を活かした事業運営に向けて、自転車等駐車場事業の仕組みを見直します。 

 

 

 

 

■業務統合の必要性 

▼現在の発注業務 

 年間 175業務を 
  約 60 社に発注 
  （令和元年度） 

・機器の賃貸借契約 

・警備業務 

・保守点検業務 

・補修業務  …など 

業務委託の発注手続き、 

業務履行監督等が複雑化しており、 

サービス向上にさらなる検討が必要 

機械化とともに業務統合を図り、 

利便性向上に注力できる 

事業スキームへ改善 

■指定管理者制度導入のメリット・デメリット 
 

※作成中 

 

 管理委託制度（現行） 指定管理者制度 

メリット 

〇運営主体が行政であり、運営
に意向を反映できる。 

〇利用者と行政の接点があり、
速やかな対応ができる。 

〇民間ノウハウを活用した経費
縮減が期待できる。 

〇利用者ニーズに合った質の高
いサービスが期待できる。 

〇選定方法次第で機械化等の
提案を受けられる。 

デメリット 
×民間ノウハウが活用できる場
面が少ない（経費縮減、利用
者サービス等）。 

×サービス提供者が民間事業者
のため、行政の意向が反映さ
れないことがある。 

 

 方針❷ 利便性・効率性の向上に向けた自転車等駐車場の機械化の促進 

■現状 

 区営自転車等駐車場では、紙面での定期登録手続き、一時利用の現地での料金収受等、人の

手を介した煩雑な管理、運営を行っており、近年の情報化社会の中で利用者の不便や事務作業

の負担が発生しています。 

■方針 

 定期登録のオンライン手続き化や駐輪器具の機械化を段階的に進め、利用者の利便性向上と

効率化を両立します。また優先整備駅においては、入出庫が自動化された地下機械式自転車等

駐車場の導入を含めて検討を進めます。 

 ■ＷＥＢ登録画面 ■利用登録機 
■オンライン手続き・ 
 決済一括システム 

オンラインで定期契約、更

新、解約等が24時間無人
で対応可能なシステム。 

多様な料金支払いに対応

しており、自治体での導入
も増えている。 

■地下機械式駐車場 
（品川区 大森駅設置） 

省スペースに大量の自転
車を地下に収容する、機械

式駐車場。 

地上部は入出庫ゲートの
みで、地下部分にある駐車

スペースに自動収容され
る。 

■品川区 大森駅水神口自転車駐車場 

■応募申請・抽選結果 
等の情報化 

WEBでの定期登録、更新
等の各種手続きの利便性
の向上を図る。 

加えて、登録情報の電子化
による抽選作業の効率化
に向けて、自転車等駐車場

管理の情報化を図る。 

■自転車等駐車場の 
 入出庫管理の機械化 

場内の駐輪ラックや入出
庫口を機械化することで、

利用者の利便性を向上す
るとともに、管理業務の軽
減につながる。 

電子マネー等、多様な決済
方法への対応も可能。 

■情報化のメリット 

今までは紙の申請書

を書いていたけど、

WEB でどこからで

も登録できる。 

現在は手作業で 

実施している抽選事務

を軽減できる。 

■機械化のイメージ 

最新のオンライン手続きシステム 
では登録、更新、キャンセル等の 
全ての手続きが 24 時間対応可能 
（参考：NCD社 エコプール） 




